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【手続補正書】
【提出日】平成24年12月4日(2012.12.4)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
その場で再充填可能な眼用移植物であって、
　レザバを規定する本体部分；
　薬学的組成物が該レザバ内に反復して位置づけられることを可能にするための該レザバ
と流体連絡した状態にある充填ポートを規定する充填部分であって、該薬学的組成物は、
治療剤を含む、充填部分；
　長期間にわたる眼への該薬学的組成物の制御された受動的放出を提供するに適した少な
くとも１個の開口部を有する放出制御機構；
を含み、
ここで該眼への該移植物の適用の際に、該放出制御機構は、該眼内に位置づけられ、該充
填部分は、該充填ポートが、該眼の硝子体の外側にアクセス可能なままであるように、該
眼の鞏膜に隣り合う該硝子体の外側に位置づけられる、
移植物。
【請求項２】
前記本体部分、前記充填部分もしくはこれらの組み合わせは、前記眼への前記移植物の適
用の際に、前記鞏膜を覆って配置される接触表面を規定する、請求項１に記載の移植物。
【請求項３】
前記放出制御機構の前記少なくとも１個の開口部は、複数の開口部を含み、該複数の開口
部は、前記治療剤の制御された放出を実現する大きさにされている、請求項１または２に
記載の移植物。
【請求項４】
前記放出制御機構は、前記硝子体への治療剤の放出を提供するに遠隔によって開閉し得る
ドアを含む、請求項１または２に記載の移植物。
【請求項５】
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前記本体部分は、第２の端部の反対側にある第１の端部とともに延び、前記充填部分は、
該第１の端部に位置し、前記放出制御機構は、該第２の端部に位置する、請求項１～４の
いずれか１項に記載の移植物。
【請求項６】
前記治療剤は、眼内の眼内圧を低下させる、請求項１～５のいずれか１項に記載の移植物
。
【請求項７】
前記放出制御機構は、前記少なくとも１個の開口部が貫通して延びるケイ素ディスクを含
む、請求項１～６のいずれか１項に記載の移植物。
【請求項８】
前記本体部分は、前記放出制御機構の上に覆われて成形されている、請求項１～７のいず
れか１項に記載の移植物。
【請求項９】
前記本体部分、前記充填部分もしくはその両方は、ポリマー状物質から形成される、請求
項１～８のいずれか１項に記載の移植物。
【請求項１０】
前記ポート内に位置した取り外し可能なプラグをさらに備える、請求項１～９のいずれか
１項に記載の移植物。
【請求項１１】
前記ポートと関連づけられたダイヤフラムをさらに含み、該ダイヤフラムは、ニードルも
しくは他の細長い注射デバイスを介しての前記レザバの充填を可能にするために、そのよ
うな注射デバイスによって貫通可能である、請求項１～１０のいずれか１項に記載の移植
物。
【請求項１２】
移植の際に、前記移植物のキャップ部分は、結膜の下にありかつ鞏膜上にある、請求項１
～１１のいずれか１項に記載の移植物。
【請求項１３】
移植の際に、前記放出制御機構は、前記眼の硝子体内に位置する、請求項１～１２のいず
れか１項に記載の移植物。
【請求項１４】
前記少なくとも１個の開口部もしくは前記複数の開口部の各々は、少なくとも８μｍ２で
あるが、４０００μｍ２以下である断面積を有する、請求項１～１３のいずれか１項に記
載の移植物。
【請求項１５】
前記少なくとも１個の開口部もしくは前記複数の開口部の各々は、少なくとも１５μｍ２

であるが、２０００μｍ２以下である断面積を有する、請求項１～１４のいずれか１項に
記載の移植物。
【請求項１６】
個体の眼に治療剤を提供するための医療デバイスであって、該医療デバイスは、
　請求項１～１５のいずれか１項に記載の移植物であって、該眼内に外科的に移植される
ように構成される移植物、および
　薬学的組成物を、該移植物のレザバへ提供するための手段、
を含む、医療デバイス。
 
【手続補正２】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１１
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００１１】
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　上記移植物は、種々のさらなるもしくは代替の成分もしくは特徴を含み得、種々のさら
なるもしくは代替の形態（ｃｏｎｆｉｇｕｒａｔｉｏｎ）によって特徴付けられ得る。上
記本体部分、上記充填部分もしくはこれらの組み合わせは、上記眼への上記移植物の適用
の際に、上記鞏膜上に配置される接触表面を規定し得る。上記放出制御機構の上記少なく
とも１個の開口部は、複数の開口部を含み得る。ここで上記複数の開口部は、上記治療剤
の制御された放出をもたらすような大きさにされている。上記放出制御機構は、上記硝子
体へ治療剤の放出を提供するように遠隔に開閉し得るドアを含み得る。上記制御放出機構
は、上記少なくとも１個もしくは複数の開口部が貫通して延びるケイ素ディスクから構成
され得る。上記本体部分は、上記制御放出機構の上に覆われて成形され得る。上記充填部
分は、上記ポートと関連づけられたダイヤフラムを含み得、上記ダイヤフラムは、下記の
ような注射デバイスを介しての上記レザバの充填を可能にするために、ニードルもしくは
他の細長い注射デバイスによって貫通可能であり、上記ダイヤフラムはまた、上記ニード
ルを外した後に、自己密封式であり得る。上記充填部分は、キャップ部分を含み得、上記
キャップ部分は、上記移植物の移植の際に、上記結膜の下にありかつ上記鞏膜上にある。
　本発明は、例えば以下の項目を提供する。
（項目１）
その場で再充填可能な眼用移植物であって、
　レザバを規定する本体部分；
　薬学的組成物がレザバ内に反復して位置づけられることを可能にするための該レザバと
流体連絡した状態にある充填ポートを規定する充填部分であって、該薬学的組成物は、治
療剤を含む、充填部分；
　長期間にわたる眼への該薬学的組成物の制御された受動的放出を提供するに適した少な
くとも１個の開口部を有する放出制御機構；
を含み、
ここで該眼への該移植物の適用の際に、該放出制御機構は、該眼内に位置づけられ、該充
填部分は、該充填ポートが、該眼の硝子体の外側にアクセス可能なままであるように、該
眼の鞏膜に隣り合う該硝子体の外側に位置づけられる、
移植物。
（項目２）
前記本体部分、前記充填部分もしくはこれらの組み合わせは、前記眼への前記移植物の適
用の際に、前記鞏膜を覆って配置される接触表面を規定する、項目１に記載の移植物。
（項目３）
前記放出制御機構の前記少なくとも１個の開口部は、複数の開口部を含み、該複数の開口
部は、前記治療剤の制御された放出を実現する大きさにされている、項目１または２に記
載の移植物。
（項目４）
前記放出制御機構は、前記硝子体への治療剤の放出を提供するに遠隔によって開閉し得る
ドアを含む、項目１または２に記載の移植物。
（項目５）
前記本体部分は、第２の端部の反対側にある第１の端部とともに延び、前記充填部分は、
該第１の端部に位置し、前記放出制御機構は、該第２の端部に位置する、前述の項目のい
ずれか１項に記載の移植物。
（項目６）
前記治療剤は、眼内の眼内圧を低下させる、前述の項目のいずれか１項に記載の移植物。
（項目７）
前記制御放出機構は、前記少なくとも１個の開口部が貫通して延びるケイ素ディスクを含
む、前述の項目のいずれか１項に記載の移植物。
（項目８）
前記本体部分は、前記制御放出機構の上に覆われて成形されている、前述の項目のいずれ
か１項に記載の移植物。
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（項目９）
前記本体部分、前記充填部分もしくはその両方は、ポリマー状物質から形成される、前述
の項目のいずれか１項に記載の移植物。
（項目１０）
前記ポート内に位置した取り外し可能なプラグをさらに備える、前述の項目のいずれか１
項に記載の移植物。
（項目１１）
前記ポートと関連づけられたダイヤフラムをさらに含み、該ダイヤフラムは、下記のよう
な注射デバイスを介しての前記レザバの充填を可能にするために、ニードルもしくは他の
細長い注射デバイスによって貫通可能である、前述の項目のいずれか１項に記載の移植物
。
（項目１２）
移植の際に、前記移植物のキャップ部分は、結膜の下にありかつ鞏膜上にある、前述の項
目のいずれか１項に記載の移植物。
（項目１３）
移植の際に、前記放出制御機構は、眼の硝子体内に位置する、前述の項目のいずれか１項
に記載の移植物。
（項目１４）
前記少なくとも１個の開口部もしくは前記複数の開口部の各々は、少なくとも８μｍ２で
あるが、４０００μｍ２以下である断面積を有する、前述の項目のいずれか１項に記載の
移植物。
（項目１５）
前記少なくとも１個の開口部もしくは前記複数の開口部の各々は、少なくとも１５μｍ２

であるが、２０００μｍ２以下である断面積を有する、前述の項目のいずれか１項に記載
の移植物。
（項目１６）
個体の眼に治療剤を提供するための方法であって、該方法は、
　該眼内に、前述の項目のいずれか１項に記載の移植物を外科的に移植する工程；および
　該外科的移植の後に、薬学的組成物を、該移植物のレザバへ提供する工程、
を包含する、方法。
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